
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

住宅性能表示制度の改正情報

日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の改正 令和７年12月１日施行

令和7年11月20日作成

①「一次エネルギー消費量等級」における等級７及び等級８の創設

②「劣化対策等級」におけるCLTパネル工法の木造住宅の評価に係る規定の整備

③「室内空気中の化学物質の濃度等」における測定等の方法の改正

ZEH水準を上回る省エネ性能を有する住宅の評価を可能とするため、一次エネルギー
消費量等級に、新たに等級７及び等級８を創設

CLTパネル工法の木造住宅において、基礎と接するCLTパネルが外壁の軸組等の基準
及び土台に掲げる基準と同等以上の性能を有し、新たに定められた基準を満たす場合
は、土台の基準は適用せず、劣化対策等級の評価を行うことを可能とした。

「６−３ 室内空気中の化学物質の濃度等」の測定等の方法について、トルエン等の
濃度を求める方法のうち、室内空気の採取方法から容器採取法を削除



一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

住宅性能表示制度の改正情報
①「一次エネルギー消費量等級」における等級７及び等級８の創設
■日本住宅性能表示基準（抜粋）

一戸建ての住宅
又は共同住宅等

等級（１、４、５、６、７又は８）による。
この場合においては、地域の区分を併せて明示する。
また、等級６、７又は８にあっては、床面積当たりの設計
一次エネルギー消費量（単位をＭＪ／（㎡･年）とする。）
及びエネルギー利用効率化設備（基準省令第２条第１項に
定めるエネルギー利用効率化設備をいい、コージェネレー
ション設備を除く。以下同じ。）による設計一次エネル
ギー消費量の削減率（単位を％とする。）を併せて明示す
ることができる。

一次エネルギー
消費量等級

一次エネルギー消費量の削減のための
対策の程度

等級８ 一次エネルギー消費量の極めて著しい
削減のための対策が講じられている 

等級７ 一次エネルギー消費量のより著しい
削減のための対策が講じられている 

（略）

■評価方法基準（抜粋）
「基準一次エネルギー消費量」とは、住宅の床面積、設備等の条件により定まる、基
準となる一次エネルギー消費量をいい、次の式によって算出するものとする。

EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×RE＋EM｝×10−３

（略）

等級 数値
８ 0.65
７ 0.7

（略）

等級６〜８は、以下を明示できる
･ 床面積当たりの設計一次エネ消費量
･ エネルギー利用効率化設備による
   設計一次エネ消費量の削減率
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ギー消費量
等級
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住宅性能表示制度の改正情報
①「一次エネルギー消費量等級」における等級７及び等級８の創設

「床面積当たりの設計一次エネ消費量」及び「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネ消費量の削減率」
の算定方法（例）
Webプログラム（一次エネ消費量計算結果（住宅版）） 【床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（ＥTA） 】

③設計一次エネ／①当該住戸の床面積の合計
ＥTA（MJ/(㎡･年)）＝ＥT（GJ/年）×1,000／Ａtotal（㎡）

 ⇒ 左記の場合
ＥTA（MJ/(㎡・年)）＝57.3（GJ/年）×1,000／120.08（㎡）

    ＝477.1・・・
    ＝478（MJ/(㎡・年)） ※ 整数未満の端数を切り上げた整数 

【エネルギー利用効率化設備による設計一次エネ消費量の削減率（Ｅ） 】
（②利用効率化設備による設計一次エネの削減量/①当該住戸の床面積の合計）/ＥTA×100
Ｅ（％）＝（ＥS（MJ/年）/Ａtotal（㎡））／ＥTA（MJ/(㎡･年)）×100

 ⇒ 左記の場合（自家消費分）
Ｅ（％）＝（10,563（MJ/年）／120.08（㎡））／478×100

＝18.4・・・
＝18（％）   ※ 整数未満の端数を切り捨てた整数

⇒ 左記の場合（自家消費分＋売電分）
Ｅ（％）＝（83,828（MJ/年）／120.08（㎡））／478×100

＝146.0・・・
＝146（％）  ※ 整数未満の端数を切り捨てた整数 
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